
「輸出貿易管理令の運用について」の一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号）

改 正 案 現 行

０ （略） ０ （略）
１ 輸出の許可 １ 輸出の許可

１－０ （略） １－０ （略）

１－１ 輸出の許可 １－１ 輸出の許可

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物（以下「輸出令別表第 （７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物（以下「輸出令別表第
１貨物」という。）に関する輸出の許可 １貨物」という。）に関する輸出の許可

（イ） （略） （イ） （略）

輸出令 輸出令別表 輸出令 輸出令別表
別表第 第１中解釈 解 釈 別表第 第１中解釈 解 釈

１の項 を要する語 １の項 を要する語

１ 銃砲 次のいずれかに該 （略） １ 銃砲 次のいずれかに該 （略）

当するものを含む 当するものを含む

。 。

イ ライフル銃、 イ ライフル銃、

カービン銃、リ カービン銃、リ

ボルバー、ピス ボルバー、ピス

トル、自動拳銃 トル、自動拳銃

、自動小銃、空 、自動小銃、空

気銃（準空気銃 気銃（準空気銃

を含む。）、散 を含む。）、散

弾銃又は火縄式 弾銃又は火縄式

銃砲であって、 銃砲であって、

スポーツ用又は スポーツ用又は

狩猟用のもの 狩猟用のもの

ロ 救命銃（携行 ロ 救命銃、もり

式の救命銃であ 銃、リベット銃

って、爆発物又 その他これらに



は通信回路を含 類する産業用銃

まず、かつ、射

程距離が５００

メートル以下の

ものとして設計

されたものを除

く。）、もり銃

、リベット銃そ

の他これらに類

する産業用銃

ハ 火砲、榴弾砲 ハ 火砲、榴弾砲

、大砲、迫撃砲 、大砲、迫撃砲

、対戦車砲、無 、対戦車砲、無

反動砲 反動砲

（略） （略） （略） （略）

爆発物 次のいずれかに該 爆発物 次のいずれかに該

当するものを含む 当するものを含む

。 。

イ 爆弾 イ 爆弾

ロ 魚雷 ロ 魚雷

ハ 手榴弾 ハ 手榴弾

ニ 発煙弾 ニ 発煙筒

ホ ロケット弾 ホ ロケット弾

ヘ 地雷 ヘ 地雷

ト ミサイル ト ミサイル

チ 爆雷 チ 爆雷

リ 焼夷弾 リ 焼夷弾

（略） （略） （略） （略）

輸出令別表第 （略） 輸出令別表第 （略）

１の１の項（ １の１の項（

２）の附属品 ２）の附属品



火薬類 火薬類取締法（昭 火薬類 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４

和２５年法律第１ ９号）第２条第１項に掲げる火薬、爆

４９号）第２条第 薬又は火工品（輸出令別表第１の１の

１項に掲げる火薬 項（１）及び（２）に該当するものを

、爆薬又は火工品 除く。）をいう。

（輸出令別表第１

の１の項（１）及

び（２）に該当す

るものを除く。）

を含む。

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

軍用の細菌製 Ｏ－アルキル＝ア 軍用の細菌製 Ｏ－アルキル＝ア

剤、化学製剤 ルキルホスホノフ 剤、化学製剤 ルキルホスホノフ

若しくは放射 ルオリダート（Ｏ 若しくは放射 ルオリダート（Ｏ

製剤 －アルキルのアル 性製剤 －アルキルのアル

キル基がシクロア キル基がシクロア

ルキル基であるも ルキル基であるも

のを含み、Ｏ－ア のを含み、Ｏ－ア

ルキルのアルキル ルキルのアルキル

基の炭素数が十以 基の炭素数が十以

下であり、かつ、 下であり、かつ、

アルキルホスホノ アルキルホスホノ

フルオリダートの フルオリダートの

アルキル基の炭素 アルキル基の炭素

数が三以下である 数が三以下である

ものに限る。）、 ものに限る。）、

Ｏ－アルキル＝Ｎ Ｏ－アルキル＝Ｎ

・Ｎ－ジアルキル ・Ｎ－ジアルキル

＝ホスホルアミド ＝ホスホルアミド

シアニダート（Ｏ シアニダート（Ｏ



－アルキルのアル －アルキルのアル

キル基がシクロア キル基がシクロア

ルキル基であるも ルキル基であるも

のを含み、Ｏ－ア のを含み、Ｏ－ア

ルキルのアルキル ルキルのアルキル

基の炭素数が十以 基の炭素数が十以

下であり、かつ、 下であり、かつ、

Ｎ・Ｎ－ジアルキ Ｎ・Ｎ－ジアルキ

ルのアルキル基の ルのアルキル基の

炭素数が三以下で 炭素数が三以下で

あるものに限る。 あるものに限る。

）、Ｏ－アルキル ）、Ｏ－アルキル

＝Ｓ－２－ジアル ＝Ｓ－２－ジアル

キルアミノエチル キルアミノエチル

＝アルキルホスホ ＝アルキルホスホ

ノチオラート（Ｏ ノチオラート（Ｏ

－アルキルのアル －アルキルのアル

キル基がシクロア キル基がシクロア

ルキル基であるも ルキル基であるも

のを含み、Ｏ－ア のを含み、Ｏ－ア

ルキルのアルキル ルキルのアルキル

基の炭素数が十以 基の炭素数が十以

下であり、かつ、 下であり、かつ、

Ｓ－２－ジアルキ Ｓ－２－ジアルキ

ルアミノエチル及 ルアミノエチル及

びアルキルホスホ びアルキルホスホ

ノチオラートのア ノチオラートのア

ルキル基の炭素数 ルキル基の炭素数

が三以下であるも が三以下であるも

のに限る。）並び のに限る。）並び

にそのアルキル化 にそのアルキル化

塩類及びプロトン 塩類及びプロトン

化塩類、Ｓ－２－ 化塩類、Ｓ－２－

ジアルキルアミノ ジアルキルアミノ

エチル＝ヒドロゲ エチル＝ヒドロゲ



ン＝アルキルホス ン＝アルキルホス

ホノチオラート（ ホノチオラート（

Ｓ－２－ジアルキ Ｓ－２－ジアルキ

ルアミノエチル及 ルアミノエチル及

びアルキルホスホ びアルキルホスホ

ノチオラートのア ノチオラートのア

ルキル基の炭素数 ルキル基の炭素数

が三以下であるも が三以下であるも

のに限る。）並び のに限る。）並び

にそのアルキル化 にそのアルキル化

塩類及びプロトン 塩類及びプロトン

化塩類、２－クロ 化塩類、２－クロ

ロエチルクロロメ ロエチルクロロメ

チルスルフィド、 チルスルフィド、

ビス（２－クロロ ビス（２－クロロ

エチル）スルフィ エチル）スルフィ

ド（別名マスター ド（別名マスター

ドガス）、ビス（ ドガス）、ビス（

２－クロロエチル ２－クロロエチル

チオ）メタン、１ チオ）メタン、１

・２－ビス（２－ ・２－ビス（２－

クロロエチルチオ クロロエチルチオ

）エタン（別名セ ）エタン（別名セ

スキマスタード） スキマスタード）

、１・３－ビス（ 、１・３－ビス（

２－クロロエチル ２－クロロエチル

チオ）－ｎ－プロ チオ）－ｎ－プロ

パン、１・４－ビ パン、１・４－ビ

ス（２－クロロエ ス（２－クロロエ

チルチオ）－ｎ－ チルチオ）－ｎ－

ブタン、１・５－ ブタン、１・５－

ビス（２－クロロ ビス（２－クロロ

エチルチオ）－ｎ エチルチオ）－ｎ

－ペンタン、ビス －ペンタン、ビス

（２－クロロエチ （２－クロロエチ



ルチオメチル）エ ルチオメチル）エ

ーテル、ビス（２ ーテル、ビス（２

－クロロエチルチ －クロロエチルチ

オエチル）エーテ オエチル）エーテ

ル（別名Ｏ－マス ル（別名Ｏ－マス

タード）、２－ク タード）、２－ク

ロロビニルジクロ ロロビニルジクロ

ロアルシン（別名 ロアルシン（別名

ルイサイト１）、 ルイサイト１）、

ビス（２－クロロ ビス（２－クロロ

ビニル）クロロア ビニル）クロロア

ルシン（別名ルイ ルシン（別名ルイ

サイト２）、トリ サイト２）、トリ

ス（２－クロロビ ス（２－クロロビ

ニル）アルシン（ ニル）アルシン（

別名ルイサイト３ 別名ルイサイト３

）、ビス（２－ク ）、ビス（２－ク

ロロエチル）エチ ロロエチル）エチ

ルアミン（別名Ｈ ルアミン（別名Ｈ

Ｎ１）、ビス（２ Ｎ１）、ビス（２

－クロロエチル） －クロロエチル）

メチルアミン（別 メチルアミン（別

名ＨＮ２）、トリ 名ＨＮ２）、トリ

ス（２－クロロエ ス（２－クロロエ

チル）アミン（別 チル）アミン（別

名ＨＮ３）、サキ 名ＨＮ３）を含む

シトキシン、リシ 。

ンを含む。

２ （略） （略） ２ （略） （略）

数値制御 （略） 数値制御 （略）

数値制御を行 複数の対象となる加工方法を行うこと 数値制御を行 複数の対象となる加工方法を行うこと

うことができ ができる工作機械（貨物等省令第１条 うことができ ができる工作機械にあっては、可能な



る工作機械 第十四号イ（三）に該当するものを除 る工作機械 すべての加工方法に対し、関係するす

く。）にあっては、可能なすべての加 べての規制項目を確認し判断すること

工方法に対し、関係するすべての規制 。

項目を確認し判断すること。

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

Ｗ軸の全長に （略） Ｗ軸の全長に （略）

ついて測定し ついて測定し

たときの位置 たときの位置

決め精度［貨 決め精度［貨

物等省令第１ 物等省令第１

条第十四号ハ 条第十四号ハ

（五）２中の （五）２中の

位置決め精度 位置決め精度

の測定方法］ の測定方法］

電子計算機又 プローブを用いて測定するものをいう 電子計算機又 プローブを用いて測定するものをいう

は数値制御装 。 は数値制御装 。

置により制御 置により制御

される測定装 手動の座標測定機 される測定装 （新設）

置 を除く。 置

（削る） （削る） 貨物等省令第 一般に不正確さとして測定され、採用

１条第十七号 される標準又は真値に対する表示値の

中の精度 正又は負の最大偏差をいう。

（削る） （削る） ドイツ技術者 ドイツ技術者協会の規格（ＶＤＩ／Ｖ

協会の規格（ ＤＥ２６１７）：１９８６年に策定さ

ＶＤＩ／ＶＤ れた第１部及び第２部の「測定の不確

Ｅ２６１７） かさ」の定義を用いた版（バージョン

）を参照すること。



（削る） （削る） プローブ 測定の不確かさの決定に用いるプロー

ブは、ドイツ技術者協会の規格ＶＤＩ

／ＶＤＥ２６１７第２、３及び４部の

記述事項に従うこと。

（削る） （削る） 測定の不確か 信頼率９５パーセントで真の値に近似

さ している誤差限界を表す特性値のこと

をいう。補正不能の系統誤差、バック

ラッシュ及び偶然誤差が含まれている

。（ドイツ技術者協会の規格ＶＤＩ／

ＶＤＥ２６１７第１部、第２部参照）

貨物等省令第 国際規格１０３６０／２（２００９） （新設） （新設）

１条第十七号 （座標計測第２部）で定める測定方法
中の国際規格 により実測された値に基づき、Ｅ０ｘ

で定める測定 、Ｅ０ｙ又はＥ０ｚで定める測定範囲

方法により測 内の任意の位置における長さ測定誤差

定した場合の の許容値であって、正又は負の最大偏

最大許容長さ 差で表したものをいう。
測定誤差

（略） （略） （略） （略）

外径が７５ミ 外径が７５ミリメートルを超える円筒 外径が７５ミ 外径が７５ミリメートルを超える円筒

リメートルを 形のものをつくることができる円柱形 リメートルを 形のものをつくることができる円柱形

超える棒又は 又は円筒形のもので、外径に比し、高 超える棒 のもので、外径に比し、長さの長いも

円筒形 さの長いものをいう。 のをいう。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

１条第三十八 １条第三十八

号中の精度 号中の精度

呼び径が５Ａ 内容物が弁に入る接続端と弁から出る （新設） （新設）



以上のもの 接続端のいずれか小さい方の接続端の

呼び径の数字（日本工業規格Ｂ２００

１号においてＡの符号で表す数字）が

５以上のもの（呼び径の数字がないも

のにあっては、口径が５ミリメートル

以上のもの）をいう。

貨物等省令第 交換可能な部分以外で内容物と接触す （新設） （新設）

１条第三十八 るすべての部分をいう。

号ロ中の内容

物と接触する

すべての部分

（略） （略） （略） （略）

３ （略） （略） ３ （略） （略）

内容物と接 （略） 内容物と接 （略）

触するすべ 触するすべ
ての部分 ての部分

タンタル合金 重量比でそれぞれタンタル、チタン、 （新設） （新設）

、チタン合金 ジルコニウム又はニオブの含有量が他

、ジルコニウ の成分のいずれよりも多い合金をいう

ム合金、ニオ 。

ブ合金

（略） （略） （略） （略）

断面積 （略） 断面積 （略）

呼び径が１０ 内容物が弁に入る接続端と弁から出る （新設） （新設）

Ａ超の弁 接続端のいずれか小さい方の接続端の

呼び径が１０Ａ超のものをいう。



（略） （略） （略） （略）

連続して使用 つねに検知できる状態に維持できるよ 連続して使用 つねに検知できる状態に維持できるも

するように設 うに設計したものをいう。 することがで のをいう。

計したもの きるもの

貨物等省令第 他の用途に用いる （新設） （新設）

２条第２項第 ことができるもの

十二号中の部 を除く。

分品

検出器 空気中の特定の物質を識別する機能を （新設） （新設）

有するものをいう。

センサーデバ 検出素子等の検出要素部品をいう。 （新設） （新設）

イス

センサーカー 空気中の特定の物質を識別する機能を （新設） （新設）

トリッジ 有するものであって、交換可能なもの

をいう。

センサーデバイス （新設）

を有するものを含

む。

３の２ （略） （略） ３の２ （略） （略）

クロスフロー 供給液を膜面に沿って流し、透過液が クロスフロー 供給液を膜面に沿って流し、透過液が

ろ過用の装置 供給液を直角方向に流れるろ過方法を ろ過 供給液を直角方向に流れるろ過方法を

用いたものをいう。 いう。

血液の浄化を行う （新設）

ために専用に設計

したものを除く。



滅菌又は殺菌 （略） 滅菌又は殺菌 （略）

をすることが をすることが

できるもの できるもの

使い捨ての部 一回限りの使用（装置本体に取り付け （新設） （新設）

分品 、ろ過のために使用した後、当該部分

品を取り外すまでの使用をいう。）で

使い捨てるものであって、装置本体か

ら取り外した状態で滅菌又は殺菌をし

た後、再度使用することのできないも

の（取り外した後、そのまま廃棄する

ものを含む。）をいう。

４ （略） （略） ４ （略） （略）

民間航空機 （略） 民間航空機 （略）

（削る） （削る） ターボファ ターボコンパウン

ンエンジン ドエンジンを含む

。

複合サイク ターボコンパウン （新設） （新設）

ルエンジン ドエンジンを含む

（略） （略） （略） （略）

その原料とな （略） その原料とな （略）

る物質 る物質

化石燃料又は 本邦又は外国政府 ペイロードを３０ （新設） （新設） （新設）

植物に由来す 機関による型式証 ０キロメートル以

る有機物を原 明を受けた民間航 上運搬することが

材料として製 空機のエンジンに できるロケット若

造される燃料 使用するために特 しくは無人航空機

を用いて製造 別に製造したもの 又は貨物等省令第



したもの を含む。 ３条第一号の３に

該当する無人航空

機に使用するよう

に製造したものを

除く。

（略） （略） （略） （略）

フェロセン カトセン、エチル フェロセン カトセン、エチル
誘導体 フェロセン、プロ 誘導体 フェロセン、プロ

ピルフェロセン、 ピルフェロセン、

ｎ－ブチルフェロ ｎ－ブチルフェロ

セン、ペンチルフ セン、ペンチルフ

ェロセン、ジシク ェロセン、ジシク
ロペンチルフェロ ロペンチルフェロ

セン、ジシクロヘ セン、ジシクロヘ

キシルフェロセン キシルフェロセン

、ジエチルフェロ 、ジエチルフェロ

セン、ジプロピル セン、ジプロピル
フェロセン、ジブ フェロセン、ジブ

チルフェロセン、 チルフェロセン、

ジヘキシルフェロ ジヘキシルフェロ

セン、アセチルフ セン、アセチルフ

ェロセン、フェロ ェロセン、フェロ
センカルボン酸、 センカルボン酸、

ブタセン及びロケ ブタセン及びロケ

ットの推進薬とし ットの推進薬とし

て使えるその他の て使えるその他の

フェロセン誘導体 フェロセン誘導体
を含む（芳香族フ を含む。

ェロセン誘導体を

除く。）。

（略） （略） （略） （略）



ガラス転移 （略） ガラス転移 （略）

点 点

貨物等省令第 貨物等省令第１条 （新設） （新設）

３条第十六号 第四号イに該当す

ハ中の人造黒 るものを除く。

鉛

（略） （略） （略） （略）

加速度計若し （略） 加速度計若し （略）

くはジャイロ くはジャイロ

スコープ若し スコープ若し

くはこれらを くはこれらを

用いた装置若 用いた装置若

しくは航法装 しくは航法装

置若しくは磁 置若しくは磁

気方位センサ 気方位センサ

ーの部分品 ーの部分品

貨物等省令第 振動又は衝撃を計 （新設） （新設）

３条第十七号 測するように設計

ホ中の加速度 したものを除く。

計

（略） （略） （略） （略）

電子加速器 （略） 電子加速器 （略）

５キロヘルツ 制御装置がサンプリング、データ処理 （新設） （新設）

を超える帯域 及び制御信号送信する全周期を実行す

幅で実時間で る最大頻度が５キロヘルツを超えるも

の振動試験を のをいう。

デジタル制御

するもの



５ 繊維（有機繊 次のいずれかに該 ５ （新設） （新設）

維、炭素繊維 当するものを含む

及び無機繊維 。

を含む。） イ 連続したモノ

フィラメント、

ヤーン及びロー

ビング

ロ テープ、ファ

ブリック、ラン

ダムマット及び

ブレイド

ハ チョップされ

た繊維、ステー

プルファイバー

、繊維を集めて

作ったブランケ

ット

ニ 単結晶又は多

結晶のウィスカ

ー（あらゆる長

さのものを含む

。）

ホ 芳香族ポリア

ミドパルプ

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

４条第二号の ４条第二号の

成型品 次のいずれかに該 成型品 民生用に設計され

当するものを除く たスポーツ用、自

。 動車用、工作機械

イ 民生用に設計 用及び医療用の成

されたスポーツ 型品は除く。

用、自動車用、

工作機械用及び



医療用の成型品

ロ ４の項で掲げ

る民間航空機の

補修のための成

型品であって、

次のすべてに該

当するもの

（一） 面積（

最大投影面

積をいう。

）が１平方

メートル以

下のもの

（二） 一辺の

長さが２．

５メートル

以下のもの

（三） 幅が１

５ミリメー

トルを超え

るもの

貨物等省令第 繊維を二次元に織 （新設） （新設）

４条第二 り込んだ成型品又

号ロ（一）の は半製品であって

炭素繊維を使 、金属の焼き戻し

用した同号ロ 用の熱処理炉又は

の成型品 けい素ブール製造

装置用に設計され

たものを除く。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） プリプレグ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維に樹

脂（熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂）



又はピッチをマトリックスとして含浸

した複合材料成型用の中間基材（形状

は問わない。）であって、加熱及び加

圧することにより成型品に成型できる

ものをいう。

プリフォーム 次のいずれかに該 プリフォーム 次のいずれかに該

当するものを含む 当するものを含む

。 。

イ 有機繊維、炭 １ 有機繊維、炭

素繊維又は無機 素繊維又は無機

繊維に金属又は 繊維に金属又は

炭素を被覆した 炭素を被覆した

複合材料成型用 複合材料成型用

の中間基材（プ の中間基材（プ

リフォーム・ワ リフォーム・ワ

イヤーを含む。 イヤーを含む。

） ）

ロ 有機繊維、炭 ２ １に該当する

素繊維又は無機 繊維による織物

繊維による織物 を縫い合わせた

を縫い合わせた り、同糸を束状

り、同糸を束状 にしたり、同短

にしたり、同短 繊維をマット状

繊維をマット状 に賦形しバイン

に賦形しバイン ダーで固着した

ダーで固着した もの及びそれら

もの及びそれら を組み合わせた

を組み合わせた 中間基材

中間基材 ３ １に該当する

ハ 有機繊維、炭 繊維から複合材

素繊維又は無機 料を作るための

繊維から複合材 マトリックスを

料を作るために 含浸する前の段

外形形成を目的 階で外形形成を



として規則的に 目的として規則

配列させた中間 的に配列させた

基材（使用して 中間基材（使用

いる繊維が炭素 している繊維が

繊維の場合には 炭素繊維の場合

、イで規定して には、１で規定

いる被覆物以外 している被覆物

のもの、又は被 以外のもの、又

覆していないも は被覆していな

のも含む。）。 いものも含む。

）。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 炭素繊維 材料の特性はＳＡＣＭＡの勧告する方

法ＳＲＭ１２－１７又は同等の国家規

格のトウ試験（日本工業規格ＪＩＳ－

Ｒ－７６０１、６．６．２項）で規定

され、かつロット平均で表すものとす

ること。

（略） （略） （略） （略）

部分品 （略） 部分品 （略）
附属品 附属品

貨物等省令 コンピュータプログラムの指示により （新設） （新設）

第４条第四 、ワークがある空間において、所要の

号中のサー 加工を行うためヘッドの位置を正しい

ボ制御 位置及び方向に制御することをいう。

（略） （略） （略） （略）

重合体 （略） 重合体 （略）



貨物等省令第 熱、放射線、触媒 （新設） （新設）

４条第十三号 による作用その他

イ中のビスマ 外部からの作用に

レイミド、芳 より重合化するこ

香族ポリアミ とができないもの

ドイミド、芳 又は熱分解を経ず

香族ポリイミ に溶融することの

ド又は芳香族 ないものを除く。

ポリエーテル

イミド

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 有機繊維、炭 次のものを含む。

素繊維、無機 １ 連続したモノ

繊維 フィラメント、

ヤーン、ロービ

ング及びトウ

２ テープ、ファ

ブリック、ラン

ダムマット及び

ブレイド

３ チョップされ

た繊維、ステー

プルファイバー

、繊維を集めて

作ったブランケ

ット

４ 単結晶又は多

結晶のウィスカ

ー（あらゆる長

さのものを含む

。）

５ 芳香族ポリア

ミドパルプ



貨物等省令第 プリフォームであ （新設） （新設）

４条第十五号 って、複合材料を

イ、ロ及びハ 作るために、樹脂

中の有機繊維 又はピッチをマト

、炭素繊維、 リックスとして含

無機繊維 浸する前の段階で

外形形成を目的と

して規則的に配列

させた中間基材と

なっているもの（

金属又は炭素を被

覆したものを含む

。）を含む。

貨物等省令第 材料の特性はＳＡＣＭＡの勧告する方 （新設） （新設）

４条第十五号 法ＳＲＭ１２－１７、ＩＳＯ１０６１

ロの炭素繊維 ８（２００４）１０．２．１ Ｍｅｔ

ｈｏｄＡ又は同等の国家規格のトウ試

験で規定され、かつロット平均で表す

ものとすること。

次のいずれかに該 （新設）

当するものを除く

。

イ ４の項で掲げ

る民間航空機の

補修のためのも

のであって、次

のすべてに該当

するもの

（一） 面積（

最大投影面

積をいう。

）が１平方



メートル以

下のもの

（二） 一辺の

長さが２．

５メートル

以下のもの

（三） 幅が１

５ミリメー

トルを超え

るもの

ロ ２５ミリメー

トル以下の長さ

に機械的に切断

又は加工された

もの。

貨物等省令第 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維に樹 （新設） （新設）

４条第十五号 脂（熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂）

ホ中のプリプ 又はピッチをマトリックスとして含浸

レグ した複合材料成型用の中間基材（形状

は問わない。）であって、加熱、加圧

等により成型品に成型できるものをい

う。

４の項で掲げる民 （新設）

間航空機の補修の

ためのプリプレグ

（炭素繊維にエポ

キシ樹脂を含浸さ

せたものに限る。

）であって、次の

すべてに該当する

ものを除く。

イ 面積（最大投

影面積をいう。



）が１平方メー

トル以下のもの

ロ 一辺の長さが

２．５メートル

以下のもの

ハ 幅が１５ミリ

メートルを超え

るもの

貨物等省令 設計した成型品に近い形状に加工した （新設） （新設）

第４条第十 複合材料成型用の中間基材であって、

五号ホ中の 樹脂又はピッチをマトリックスとして

プリフォー 含浸したものをいう。

ム

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 貨物等省令 硬化した樹脂について、ＡＳＴＭ規格

第４条第十 Ｄ－３４１８に定める乾式法で測定さ

五号ホ（二 れるものとする。
）２一のガ

ラス転移点

（削る） （削る） 貨物等省令 硬化したプリプレグの樹脂について、
第４条第十 ＡＳＴＭ規格Ｄ－４０６５に記載の乾

五号ホ（二 式法を用い、周波数１ヘルツ、加温速

）２二のガ 度２℃／分で測定されるものとする。

ラス転移点

貨物等省令 ＡＳＴＭ規格Ｄ－７０２８―０７又は （新設） （新設）

第４条第十 同等の国家規格に定める動的機械分析

五号ホ（二 によるガラス転移点の測定方法により

）の動的機 、ＡＳＴＭ規格Ｅ－２１６０－０４又
械分析によ は同等の国家規格に定義される硬化度

って測定し が最低９０％を有する乾式の試験体で



たガラス転 測定されるものとする。

移点

６ （略） （略） ６ （略） （略）

貨物等省令第 一般に不正確さとして測定され、採用 貨物等省令第 ２の「貨物等省令第１条第十七号中の

５条第十号中 される標準又は真値に対する表示値の ５条第十号中 精度」の解釈に同じ。

の精度 正又は負の最大偏差をいう。 の精度

７ 輸出令別表第 貨物等省令第６条第一号イ、ロ若しく ７ （新設） （新設）

１の７の項の はヌ又は同条第二号から第十六号の二

経済産業省令 までに該当するものであって輸出令別

で定める仕様 表第１の１の項から１５の項までの中

のもの 欄のいずれかに掲げられた貨物に使用

するように特別に設計したもの又はこ

れと同じ機能特性のものは、輸出令別

表第１の当該貨物の規定に基づいて判

定するものとする。

貨物等省令第６条 （新設）

第一号イ、ロ若し

くはヌ又は同条第

二号から第十六号

の二までに該当す

るものであって、

他の貨物（輸出令

別表第１の１の項

から１５の項まで

の中欄のいずれか

に掲げられた貨物

を除く。）に使用

するように設計し

たものを除く。

（略） （略） （略） （略）



（削る） （削る） 貨物等省令第 輸出令別表第１の中欄のいずれかに掲

６条第一号イ げられた貨物に使用するように特別に

、ロ及びヌ並 設計したもの又はこれと同じ機能特性

びに同条第二 のものは、輸出令別表第１の当該貨物

号から十六号 の規定に基づいて判定するものとする

までの規定中 。

の他の貨物に

使用するよう

に設計したも

の

（削る） （削る） 貨物等省令第 自動車及び鉄道車

６条第一号ロ 両に使用するよう

中の他の貨物 に設計したものを

に使用するよ 含む。

うに設計した

もの

貨物等省令第 輸出令別表第１の１の項から１５の項 貨物等省令第 輸出令別表第１の中欄のいずれかに掲

６条第一号ハ までの中欄のいずれかに掲げられた貨 ６条第一号ハ げられた貨物に使用するように設計し

からチまで及 物に使用するように特に設計したもの からチまで及 たものは、輸出令別表第１の当該貨物

びルの集積回 であって、設計又はプログラムを変更 びル中の他の の規定に基づいて判定するものとする

路 することができないものは、輸出令別 貨物に使用す 。輸出令別表第１の中欄に掲げられた

表第１の当該貨物の規定に基づいて判 るように設計 貨物であるか否かを判断できない場合

定するものとする。輸出令別表第１の したもの は、貨物等省令第６条第一号ハからチ

１の項から１５の項までの中欄のいず まで又はルに基づいて判定するものと

れかに掲げられた貨物であるか否かを する。

判断できない場合は、貨物等省令第６

条第一号ハからチまで又はルに基づい

て判定するものとする。

他の貨物（輸出令 設計又はプログラ

別表第１の１の項 ムの変更が可能な

から１５の項まで ものを除く。



の中欄のいずれか

に掲げられた貨物

を除く。）に使用

するように特に設

計したものであっ

て、設計又はプロ

グラムを変更する

ことができないも

のを除く。

（略） （略） （略） （略）

フィールドプ （略） フィールドプ （略）

ログラマブル ログラマブル

ロジックデバ ロジックデバ

イス イス

（削る） （削る） （削る） 他の貨物に使 （新設） 輸出令別表第１の

用するように １から４までの項

設計したもの の中欄に掲げられ

を含む た貨物に使用する

ように設計したも

のを除く。

（略） （略） （略） （略）

レーザー発振 （略） レーザー発振 （略）

器 器

（削る） （削る） 使用すること 標準使用ゲート数をいう。

ができるゲー

ト数

最大デジタル 集積回路又はパッケージされているか （新設） （新設）

入出力数 否かに関わらず、使用者が使用できる



最大の入出力数又は使用することがで

きる最大の入出力数をいう。

（略） （略） （略） （略）

マイクロ波 （略） マイクロ波 （略）

ディスクリ ディスクリ

ートトラン ートトラン
ジスタ ジスタ

マイクロ波用 （略） マイクロ波用 （略）
固体増幅器又 固体増幅器又

はマイクロ波 はマイクロ波

用固体増幅器 用増幅器を含

を含む組立品 む組立品若し

若しくはモジ くはモジュー

ュール ル

（略） （略） （略） （略）

完全停止状態 （略） 完全停止状態 （略）

から完全作動 から完全作動

状態までの時 状態までの時

間 間

周波数切換え デジタルコード化された電気信号によ （新設） （新設）

所要時間 り出力周波数を切換えたときに、出力

周波数が最終周波数を中心とした１０

０ヘルツの周波数範囲に達する時間又

は出力が最終出力の１デシベル以内に

達する時間のうち遅いものをいう。

サイドローブ データシートに示される最大減衰量を （新設） （新設）

に対するメイ いう。

ンローブの電



力の比

（略） （略） （略） （略）

反復サイクル （略） 反復サイクル （略）

（削る） （削る） 貨物等省令第 医療用の磁気共鳴

６条第七号中 イメージング装置

の他の貨物に に用いるように設

使用するよう 計したものを含む

に設計したも 。

の

（略） （略） （略） （略）

サイリスター （略） サイリスター （略）

モジュール モジュール

貨物等省令第 接合電界効果トラ （新設） （新設）

６条第八号の ンジスタ（ＪＦＴ

三中の半導体 Ｅｓ）、垂直接合

素子 電界効果トランジ

スタ（ＶＪＦＥＴ

ｓ）、ＭＯＳ電界

効果トランジスタ

（ＭＯＳＦＥＴｓ

）、二重拡散金属

酸化物半導体電界

効果トランジスタ

（ＤＭＯＳＦＥＴ

ｓ）、絶縁ゲート

バイポーラトラン

ジスタ（ＩＧＢＴ

）、高電子移動度

トランジスタ（Ｈ



ＥＭＴｓ）、バイ

ポーラ接合トラン

ジスタ（ＢＪＴｓ

）、サイリスター

及びシリコン制御

整流器（ＳＣＲｓ

）、ゲートターン

オフサイリスター

（ＧＴＯｓ）、エ

ミッターターンオ

フサイリスター（

ＥＴＯｓ）、Ｐｉ

Ｎダイオード、シ

ョットキーダイオ

ードを含む。

貨物等省令第 １以上の電力の制御又は電気信号の整 （新設） （新設）

６条第八号の 流を行う半導体素子で構成されるもの

三中の半導体 をいう。

モジュール

繰返しピーク ドレイン・ソース （新設） （新設）

休止状態電圧 電圧、コレクター

・エミッター電圧

、繰返しピーク逆

電圧、ピーク繰返

し休止状態ブロッ

ク電圧を含む。

（削る） （削る） 周波数切換え デジタルコード化された電気信号によ

所要時間 り出力周波数を切換えたときに、出力

周波数が最終周波数を中心とした１０

０ヘルツの周波数範囲に達する時間又

は出力が最終出力の１デシベル以内に

達する時間のうち遅いものをいう。



（略） （略） （略） （略）

部分品 （略） 部分品 （略）

附属品 附属品

貨物等省令第 原子層エピタキシ （新設） （新設）

６条第十七号 ー法を用いた装置

イ（一）中の を含む。

シリコン以外

の膜を形成で

きるもの

（略） （略） （略） （略）

ウエハー搬 複数のウエハーに ウエハー搬 真空環境中で使用

送中央装置 対し同一処理を同 送中央装置 するように設計し
時に行うように設 ていないもの（ロ

計したもの（ロボ ボットを用いたも

ットを用いたもの のも含む。）を除

も含む。）を除く く。

。

貨物等省令 半導体製造装置であって、機能的に異 （新設） （新設）

第６条第十 なる物理的処理（デポジション、エッ

七号ホ中の チング、イオン注入又は熱処理を含む
半導体製造 。）を行うモジュール式装置をいう。

装置であっ

てそれぞれ

異なるもの

貨物等省令 マルチチャンバー対応ウエハー搬送中 （新設） （新設）

第６条第十 央装置により、同一のウエハーを第一

七号ホ中の の処理を行う装置から第二の処理を行

複数のウエ う装置へ、第二の処理を行う装置から



ハー処理を 第三の処理を行う装置へ搬送すること

順次行う などにより、同一のウエハーを異なる

半導体製造装置で処理することをいう
。

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

６条第十八号 ６条第十八号

、第十九号及 及び第十九号

び第二十二号 中の基板

中の基板

（略） （略） （略） （略）

８ （削る） （削る） ８ 電子計算機又 電子計算機又はその附属装置であって

はその附属装 、デジタル暗号処理機能、暗号解析機

置 能又は電磁環境両立性を持つものは、

貨物等省令第８条の仕様に照らして貨

物等省令第７条第一号ハで評価しなけ

ればならない。

（略） （略） （略） （略）

加重最高性能 加重最高性能

デジタル電子 デジタル電子計算 デジタル電子 デジタル電子計算

計算機の演算 機に使用されてい 計算機又はそ 機若しくはその附

処理の能力を るバックプレーン の附属装置と 属装置に使用され

向上させるた 接続装置、バス接 外部との間で ているバックプレ

めに複数のデ 続装置、受動的な データを転送 ーン接続装置、バ

ジタル計算機 データ転送の接続 するために設 ス接続装置、受動

の間でデータ 装置、ローカルエ 計した装置 的なデータ転送の

を転送するよ リアネットワーク 接続装置、ローカ

うに設計した 用の装置（注１） ルエリアネットワ

装置 若しくは通信制御 ーク用の装置（注

装置（注２）を除 １）若しくは通信



く。 制御装置（注２）

を除く。

注１：伝送のため

に送信権の制御 注１：伝送のため

を行い、全体が に送信権の制御

同一の伝送速度 を行い、全体が

で動作する共通 同一の伝送速度

の媒体を用いる で動作する共通

分散された交換 の媒体を用いる

網への物理的イ 分散された交換

ンターフェース 網への物理的イ

をいう。 ンターフェース

注２：同期又は非 をいう。

同期のデジタル 注２：同期又は非

信号の流れを制 同期のデジタル

御する通信網へ 信号の流れを制

の物理的インタ 御する通信網へ

ーフェースをい の物理的インタ

う。（ワイドエ ーフェースをい

リアネットワー う。（ワイドエ

ク用の通信回線 リアネットワー

インターフェー ク用の通信回線

ス部分を含む。 インターフェー

） ス部分を含む。

）

データの転送 １リンク当たりの一方向のデータ転送 （新設） （新設）

速度 速度をいう。

９ （略） （略） ９ （略） （略）

電子式交換装 （略） 電子式交換装 （略）
置 置

総合伝送速 最高位多重化レベルにおける単位時間 （新設） （新設）



度 当たりの信号ビット（情報ビット並び

にラインコーディング及びオーバーヘ

ッドその他の付加ビットを含む。）数
をいう。

（略） （略） （略） （略）

レーザー発 輻射の誘導放出による光増幅を利用し レーザー発 幅射の誘導放出による光増幅を利用し

振器 て空間的及び時間的にコヒーレントな 振器 て空間的及び時間的にコヒーレントな

光を発生させるものをいう。 光を発生させるものをいう。

ローカルエリ （略） ローカルエリ （略）

アネットワー アネットワー

ク ク

貨物等省令 暗号機能又は秘密 次のいずれかに該 （新設） （新設） （新設）
第８条第九 保護機能を有する 当するものを除く

号から第十 電子計算機若しく 。

二号までの はその附属品若し イ 電子計算機又

規定中の装置 くはその部分品を はその部分品若

又はシステム 含む。 しくは附属品以

若しくはその 外のものであっ

部分品 て、次の（一）

及び（二）に該

当するもの（該

当することが貨

物の製造者、販

売者又は輸出者

によって書面に

より確認できる

ものに限る。）

（以下「副次的

暗号装置」とい

う。）

（一） 当該貨



物の有する

主たる機能

が次のいず

れにも該当

しないもの

１ 情報シ

ステムの

セキュリ

ティ管理

２ 情報の

送信、受

信又は記

録及び保

存（娯楽

施設又は

装置の有

する機能

であるも

の、商業

放送、デ

ジタル著

作権管理

又は医療

用の記録

管理のた

めに行わ

れるもの

を除く。

）

３ 有線若

しくは無

線回線網

による電

気通信回

線の構築



、管理又

は運用

（二） 当該貨

物の有する

暗号機能が

当該貨物の

主たる機能

の支援のた

めにのみ用

いられてい

るもの

ロ 貨物等省令第

２１条第１項第

九号に該当する

プログラムのみ

により第８条第

九号から第十二

号までのいずれ

かに該当する貨

物の有する機能

と同等の機能を

実現するもの

（略） （略） （略） （略）

アルゴリズム （略） アルゴリズム （略）

の安全性が整 の安全性が整

数の素因数分 数の素因数分

解の有する困 解の有する困

難性に基づく 難性に基づく

もの もの

スマートカー マイクロ回路を含んでおり、ある特定 ＩＣカード マイクロ回路を含んでおり、ある特定
ド の用途のためにプログラムされており の用途のためにプログラムされており

、使用者によって、それ以外の用途の 、使用者によって、それ以外の用途の



ためにプログラムの変更ができないも ためにプログラムの変更ができないも

のに限る。また、複数の暗号機能を有 のに限る。また、複数の暗号機能を有

する場合は、その機能毎に評価しなけ する場合は、その機能毎に評価しなけ
ればならない。 ればならない。

あらゆる形状のも （新設）

のを含む。

貨物等省令第 副次的暗号装置に （新設） （新設）

８条第九号ヘ 限定されて使用さ

（一）１中の れるものを含む。

トからカまで

のいずれかに

該当する装置

に限定されて

使用されるも

の

個人情報に係 特定の個人又は団 （新設） （新設）

る情報 体に係る情報であ

って、認証に用い

られるもの又は金

銭債権に係るもの

若しくはその他こ

れに類するものを

含む。

貨物等省令第 購入に関して何らの制限を受けず、店 （新設） （新設）

８条第九号ワ 頭において又は郵便、信書便若しくは

中の民生用の 公衆電気通信回線に接続した入出力装

携帯用電話機 置（電話を含む。）による注文により

端末若しくは 、販売店の在庫から販売されるものを

移動用電話機 いう（当該貨物の製造者、販売者又は

端末又はこれ 輸出者によって販売の態様を書面によ

らと同等の機 り確認できるものに限る。）。



能を有する無

線機端末

（略） （略） （略） （略）

部分品 （略） 部分品 （略）

附属品 附属品

パーソナルエ 任意の数の独立したデジタル情報送受 （新設） （新設）

リアネットワ 信装置が、互いに直接通信することが

ーク でき、かつ、個人又はデバイスコント

ローラーが近接する範囲（一部屋、自

動車など）の通信に制限されたデータ

通信システムをいう。

暗号機能を使 製造者がカタログ等において、暗号機 （新設） （新設）

用して通信を 能に係る通信距離が３０メートルを超

行うことがで えないものとしているものをいう。

きる範囲が３

０メートルを

超えない範囲

に限定されて

いるもの

情報を伝達す （略） 情報を伝達す （略）

る信号の漏え る信号の漏え

いを防止する いを防止する

ように設計し ように設計し

た装置 た装置

情報通信シス 国際規格ＩＳＯ１５４０８（情報技術 （新設） （新設）

テム又はその セキュリティ評価基準（コモンクライ

部分品であっ テリア））の評価保証レベル６を超え

て、国際規格 るもの又は同等と評価されるもの。

に照らして十



分な情報の保

護機能を有す

るもの

１０ （略） （略） １０ （略） （略）

１ヘルツ当た （略） １ヘルツ当た （略）
りの音響出力 りの音響出力

密度 密度

貨物等省令 複数の探知距離を持つ場合は、最大の （新設） （新設）

第９条第一 探知距離で評価する。

号イ（六）

１中の探知
することが

できる距離

（略） （略） （略） （略）

使用者による （略） 使用者による （略）

プログラムの プログラムの

書き換え 書き換え

音波を利用し 水中の爆発装置、 （新設） （新設）

て人の水中に エアーガン又は燃

おける活動を 焼物を音源とした

妨害する装置 ものを除く。

（略） （略） （略） （略）

宇宙用に設計 （略） 宇宙用に設計 （略）

した した

固体の光検出 フォーカルプレー （略） 固体の光検出 （新設） （略）

器 ンアレーを含む。 器



（略） （略） （略） （略）

応答時定数 （略） 応答時定数 （略）

貨物等省令 （略） 貨物等省令 （略）

第９条第三 第９条第三

号ロ（一） 号ロ（三）
３及びハ（ １及びハ（

一）３中の 一）３中の

マルチアル マルチアル

カリ カリ

（略） （略） （略） （略）

マルチスペク （略） マルチスペク （略）

トルイメージ トルイメージ

センサー センサー

瞬時視野が２ ３００ナノメート （新設） （新設）

００マイクロ ル超９００ナノメ

ラジアン未満 ートル以下の波長

のもの 範囲で最大感度を

有するモノスペク

トルイメージセン

サーであって、組

み込まれている光

検出器又はフォー

カルプレーンアレ

ーが宇宙用に設計

していないものの

うち、次のいずれ

かに該当するもの

のみであるものを

除く。



イ 電荷結合素子

（ＣＣＤ）であ

って、電荷増倍

を行うように設

計又は改造され

ていないもの

ロ 相補型金属酸

化膜半導体（Ｃ

ＭＯＳ）素子で

あって、電荷増

倍を行うように

設計又は改造さ

れていないもの

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 水中用に設計した （新設） （新設）

９条第八号イ ものを除く。

（一）中のイ

メージ増強管

を組み込んだ

もの。

貨物等省令第 水中用に設計した （新設） （新設）

９条第八号イ ものを除く。

（二）中のフ

ォーカルプレ

ーンアレーを

組み込んだも

の

カメラの被写 （略） カメラの被写 （略）
体追跡データ 体追跡データ

貨物等省令 次のいずれかに該 （新設） （新設）



第９条第八 当するものを除く

号ロ（八） 。

中のスキャ イ 産業用又は民
ニングカメ 生用の写真複写

ラ又はスキ 機

ャニングカ ロ イメージスキ

メラ装置 ャナーであって

、民生用に据え
付けるもののう

ち、近接してス

キャニング（文

書、アートワー

ク又は写真に含
まれる画像又は

活字の複写を含

む。）を行うよ

うに設計したも

の
ハ 医療用装置

貨物等省令第 次のいずれかに該 貨物等省令第 次のいずれかに該

９条第八号イ 当するものを除く ９条第八号イ 当するものを除く

（二）及びロ 。 （二）及びロ 。

（十）中のフ イ （略） （十）中のフ イ （略）

ォーカルプレ ロ 同一検出素子 ォーカルプレ ロ 同一検出素子

ーンアレーを 内に時間遅延及 ーンアレーを 内に時間遅延及

組み込んだも び積分機能を有 組み込んだも び積分機能を有

の さない１２以下 の さない１２以下

の検出素子を一 の検出素子を一

次元に配列した 次元に配列した

フォーカルプレ フォーカルプレ

ーンアレー（貨 ーンアレー（貨

物等省令第９条 物等省令第９条

第三号ニ（一） 第三号ニ（一）

１一から五まで １一から六まで



又はホ（一）１ 又はホ（一）１

から５までに該 から６までに該

当するものに限 当するものに限

る。）を組み込 る。）を組み込

んだものであっ んだものであっ

て、次のいずれ て、次のいずれ

かのために設計 かのために設計

されたもの されたもの

（一）～（六） （一）～（六）

（略） （略）

ハ フォーカルプ ハ フォーカルプ

レーンアレー（ レーンアレー（

貨物等省令第９ 貨物等省令第９

条第三号ニ（一 条第三号ニ（一

）２又はホ（二 ）２又はホ（二

）に該当するも ）に該当するも

のに限る。）を のに限る。）を

組み込んだもの 組み込んだもの

であって、次の であって、次の

いずれかに該当 いずれかに該当

するもの するもの

（一）～（三） （一）～（三）

（略） （略）

ニ フォーカルプ ニ フォーカルプ

レーンアレー（ レーンアレー（

貨物等省令第９ 貨物等省令第９

条第三号ニ（一 条第三号ニ（一

）１六又はホ（ ）１六又はホ（

一）６に該当す 一）６に該当す

るものに限る。 るものに限る。

）を組み込んだ ）を組み込んだ

ものであって、 ものであって、

次のいずれかに 次のいずれかに

該当するもの 該当するもの

（一）・（二） （一）・（二）



（略） （略）

（三）７６０ナ （三）７６０ナ

ノメートル ノメートル

を超える波 を超える波

長で最大放 長で最大放

射感度が１ 射感度が１

０ミリアン ０ミリアン

ペア毎ワッ ペア毎ワッ

ト以下とな ト以下とな

るように設 るように設

計によって 計によって

制限された 制限された

ものであっ ものであっ

て、次のす て、次のす

べてに該当 べてに該当

するもの するもの

１・２ （ １・２ （

略） 略）

３ 水中用 （新設）

に設計し

ていない

もの

（四） （略） （四） （略）

（略） （略） （略） （略）

半導体レーザ （略） 半導体レーザ （略）

ー発振器 ー発振器

半導体レーザーバ 光出力コネクタを

ー若しくは半導体 有するもの又はピ

レーザースタック グテイル型のもの

アレーの形状であ を含む。

るものを含み、又

は光出力コネクタ

を有するもの若し



くはピグテイル型

のものを含む。

（削る） （削る） 半導体レー 複数の半導体レーザー発振器の発光部

ザーアレー を集積して、単一のチップとして形成

されたものであって、それぞれの発光

ビームの中心線が平行であるものをい

う。

（削る） （削る） 半導体レー アレーを積み重ねること又は別の方法

ザーアレー で組み立てることによって形成された

スタック ものであって、それぞれの発光ビーム

の中心線が平行であるものをいう。

半導体レー 複数の半導体レーザーダイオードを１ （新設） （新設）

ザーバー 次元のアレーに配列させたものをいう

。

レーザーダイオー （新設）

ドバー又はダイオ

ードバーを含む。

半導体レー 半導体レーザーダイオードの２次元の （新設） （新設）

ザースタッ アレーを形成するように複数の半導体

クアレー レーザーバーにより構成されたものを

いう。

空間的に干渉 ２次元に配列された半導体レーザーダ （新設） （新設）

し得る波 イオードから発振されるすべての光の

位相が揃った波をいう。

第９条第十 第９条第十号ニ（ （新設） （新設）

号ニ（一） 一）５に該当する

５中の半導 半導体レーザース

体レーザー タックアレーを結



スタックア 合することによっ

レー て形成されたスタ

ックアレーであっ
て、当該半導体レ

ーザースタックア

レーをさらに結合

又は改造するよう

に設計していない
ものを除く。

出力密度 レーザー発振器の総出力をスタックア （新設） （新設）

レーの出力表面積で除したものをいう
。

（略） （略） （略） （略）

磁場勾配計 （略） 磁場勾配計 （略）

（削る） （削る） 貨物等省令第 パワースペクトル密度で表される電気

９条第十一号 信号をいう。

中のノイズレ

ベル

貨物等省令第 機器固有のノイズレベル（測定可能な （新設） （新設）

９条第十一号 最も小さい信号）の二乗平均平方根を

中の感度 いう。

（略） （略） （略） （略）

（削る） （削る） 電子的に走 位相結合によってビームを形成するア

査が可能な ンテナであって、ビームの方向が放射

フェーズド 素子の複素励振計数によって制御され

アレーアン 、そのビームの方向が送信時及び受信

テナ 時において、電気信号を用いることに

よって水平面内若しくは垂直面内又は



双方に変化し得るアンテナをいう。

（略） （略） （略） （略）

航空管制用に （略） 航空管制用に （略）

設計した地上 設計した地上

レーダー レーダー

貨物等省令第 気象観測用のライ （新設） （新設）

９条第十三号 ダーを除く。

ヌ（三）中の

レーザーレー

ダー

貨物等省令第 国際水路機関が定める水路測量に係る （新設） （新設）

９条第十三号 基準（２００８年２月 第５版）にお

ヌ（三）中の ける等級一ａを満たしていることをい

国際水路機関 う。

が定める水路 水平精度（９５％の信頼度）＝５ｍ＋

測量に係る基 深度の５％

準に照らして 観測深度用の深度精度（９５％の信頼

十分な精度を 度）＝±√（ａ２＋（ｂ×ｄ）２）

有し ａ ＝ ０．５ ｍ ＝ 一定深度の

誤差（すべての一定深度の誤差の合

計）

ｂ ＝ ０．０１３ ＝深度依存誤差

係数

ｂ×ｄ ＝深度依存誤差（すべての深

度依存誤差の合計）

ｄ ＝ 深度

探知能力＞２ｍ（深度４０ｍ以下の

場合）：深度の１０％（深度４０ｍ

超の場合）

１１ （略） （略） １１ （略） （略）



水中ソナー航 （略） 水中ソナー航 （略）
法装置 法装置

貨物等省令 アダプティブアン （新設） （新設）

第１０条第 テナ技術を用いな

五号中の衛 い複数の全方向性

星航法シス アンテナからの信

テムからの 号をろ波、切換又

電波を受信 は合成するように
する装置 設計した部分品の

みを用いるものを

除く。

貨物等省令 時間領域又は周波数領域において信号 （新設） （新設）

第１０条第 処理を行うことにより、アンテナアレ

五号ロ中の ーのパターンに１つ以上の空間的なヌ

アダプティ ル点を動的に生成するものをいう。

ブアンテナ
システム

試験装置、 保守レベルⅠ（航 試験装置、 保守レベルⅠ（航
校正装置、 空機の機体に搭載 校正装置、 空機の機体に搭載

心合わせ装 された状態で制御 心合わせ装 された状態で制御

置 表示ユニットによ 置 表示ユニットによ

る指示又は関連す る指示又は関連す

るサブシステムか るサブシステムか
らの状態メッセー らの状態メッセー

ジにより慣性航法 ジにより慣性航法

ユニットの故障を ユニットの故障を

発見し、製造者か 発見し、製造者か

ら提供されたマニ ら提供されたマニ

ュアルに従いどの ュアルに従いどの
ライン交換ユニッ ライン交換ユニッ



トが故障したか突 トが故障したか突

き止め、オペレー き止め、オペレー

タがそのライン交 タがそのライン交
換ユニットを取り 換ユニットを取り

外してスペアと交 外してスペアと交

換するレベルをい 換するレベルをい

う。）及び保守レ う。）及び保守レ

ベルⅡ（故障した ベルⅡ（故障した
ライン交換ユニッ ライン交換ユニッ

トを整備工場（製 トを整備工場（製

造者又はレベルⅡ 造者又はレベルⅡ

の保守に責任を負 の保守に責任を負

えるオペレータの えるオペレータの
ものに限る。）に ものに限る。）に

送り、そこで原因 送り、そこで原因

を確認するための を確認するための

試験を行い、故障 試験を行い、故障

原因となったショ 原因となったショ
ップ交換アセンブ ップ交換アセンブ

リを突き止め、こ リを突き止め、こ

れを取り外してス れを取り外してス

ペアと交換するレ ペアと交換するレ

ベルをいう。ただ ベルをいう。ただ
し、規制されてい し、ショップ交換

る加速度計又はジ アセンブリから規

ャイロスコープを 制されている加速

分解又は修理する 度計又はジャイロ

ことはこれに含ま スコープを取り外
れない。）のため すことはこれに含

のものを除く。 まれない。）のた

めのものを除く。

１２ （略） （略） １２ （略） （略）



（削る） （削る） 電子式に画像 一般消費者用を除

を記録するこ く（電子イメージ

とができるカ 増倍技術を用いた

メラ ものを除く。）。

１３ （略） （略） １３ （略） （略）

１４ （略） （略） １４ （略） （略）

エンドエフェ （略） エンドエフェ （略）

クター クター

電磁パルス 機械、電気機器等 （新設） （新設）

の装置又は雷から

発生する電磁波に

より生ずる干渉を

除く。

１５ （略） （略） １５ （略） （略）

・１６ ・１６

（ニ） （略） （ニ） （略）

（８） （略） （８） （略）
２～１２ （略） ２～１２ （略）

別表・別紙 （略） 別表・別紙 （略）


